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 建築基準法第 56 条の２第１項ただし書の

規定による建築物の許可について（北上市） 
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提 案 内 容 

１ 申請者氏名 

北上市長 八重樫 浩文 

２ 敷地の位置等 

(1) 地名地番 岩手県北上市村崎野 11 地割 101 番２ 

(2) 敷地面積 22,634.64 ㎡ 

(3) 用途地域 用途地域の指定のない区域（建蔽率 70％ 容積率 200％） 

(4) 防火地域等 防火指定なし

３ 建築物の概要 

(1) 工事種別 増築 

(2) 主要用途 小学校 

(3) 構造・規模 鉄筋コンクリート造３階建て

（うち増築部分 木造平屋建て、鉄骨造平屋建て） 

(4) 延べ床面積 6,055.14 ㎡（うち増築面積 483.99 ㎡）

(5) 最高の高さ 14.200m（うち増築部分 6.050ｍ）

４ 同意を求める理由 

 当該敷地は用途地域の指定のない区域であり、法第 56 条の２の規定による日影規制を受

ける地域である。 

 既存建築物である小学校の校舎は、規制値以上の日影を生じさせているが、法施行前に

建築されており既存不適格建築物に該当する。 

 今回、新たに校舎の増築を計画しており、法第 56 条の２第１項ただし書きの規定による

許可が必要となったもの。 

５ 審査結果 

 本申請は法第 56 条の２の規定による日影規制を受けるが、審査の結果、下記の理由によ

り、周囲の住環境を害するおそれがないと認められる。 

なお、法第 93 条に基づく消防長の同意は得られている。 

記 

(1) 今回の増築により、法第 56 条の２の規定により制限されている日影となる部分を生じ

させず、建築物全体としても既存不適格部分の、規制される日影時間が増加しない。

(2) 申請建築物は、小学校の校舎でありこの地域に必要な施設である。
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A3-1:600A3-1:600A3-1:600A3-1:600A3-1:600A3-1:600A3-1:600

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

土地利用状況図土地利用状況図土地利用状況図土地利用状況図土地利用状況図土地利用状況図土地利用状況図
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縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

撮影方向①撮影方向①撮影方向①撮影方向①撮影方向①撮影方向①撮影方向① 撮影方向②撮影方向②撮影方向②撮影方向②撮影方向②撮影方向②撮影方向② 撮影方向③撮影方向③撮影方向③撮影方向③撮影方向③撮影方向③撮影方向③

撮影方向④撮影方向④撮影方向④撮影方向④撮影方向④撮影方向④撮影方向④ 撮影方向⑤撮影方向⑤撮影方向⑤撮影方向⑤撮影方向⑤撮影方向⑤撮影方向⑤ 撮影方向⑥撮影方向⑥撮影方向⑥撮影方向⑥撮影方向⑥撮影方向⑥撮影方向⑥

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

現況写真現況写真現況写真現況写真現況写真現況写真現況写真
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日影規制：敷地境界線から外側へ５ｍを超える範囲の日影を規制 

例）岩手県の用途地域の指定のない区域の場合 

４ｍ 

５ｍ 

10ｍ 

５ｍ 10ｍ 

敷地境界線から５ｍの線 

敷地境界線から 10ｍの線 

５時間日影

高さ 10ｍを

超える 

建築物 

高さ 10ｍを

超える 

建築物 

＜立面＞

＜平面＞

３時間日影

敷地境界線

敷地境界線

５時間日影となる範囲は、５ｍ

の線から突出してはいけない

３時間日影となる範囲は、10ｍ

の線から突出してはいけない
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＜関係法令抜粋＞ 

○建築基準法（昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号）

（日影による中高層の建築物の高さの制限）

第五十六条の二 別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団

体の条例で指定する区域（以下この条において「対象区域」という。）内にある同表(ろ)欄
の当該各項（四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候

及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの）に掲げる建築物

は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで（道の区域内にあつては、午前九

時から午後三時まで）の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項（四の項にあつては、

同項イ又はロ）に掲げる平均地盤面からの高さ（二の項及び三の項にあつては、当該各項

に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を

勘案して条例で指定するもの）の水平面（対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、

都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。）に、敷地境界線から

の水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号（同

表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号）のうちから地方公共団体がその地方の気候及

び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分

を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等

により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場

合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で

定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、

この限りでない。

２ 同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物と

みなして、前項の規定を適用する。

３ 建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地

とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合

における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

４ 対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の

土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定

を適用する。

５ 建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築

物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせ

る場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

○建築基準法施行令（昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号）

（日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等）

第百三十五条の十二 法第五十六条の二第一項ただし書の政令で定める位置は、同項ただし

書の規定による許可を受けた際における敷地の区域とする。

２ 法第五十六条の二第一項ただし書の政令で定める規模は、同項に規定する平均地盤面か

らの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において新た

に日影となる部分を生じさせることのない規模とする。
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３ 法第五十六条の二第三項の規定による同条第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置

は、次の各号に定めるところによる。

一 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合において

は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道

路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみな

す。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が十メートルを超

えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から

当該敷地の側に水平距離五メートルの線を敷地境界線とみなす。

二 建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤

面（隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに

連接する土地の平均地表面をいう。次項において同じ。）より一メートル以上低い場合

においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたも

のの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

４ 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま

適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の平均地盤面の

位置を当該建築物の敷地の平均地盤面の位置と隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずる

ものの地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。

別表第四 日影による中高層の建築物の制限（第五十六条、第五十六条の二関係）

(い) (ろ) (は) (に) 

地域又は

区域

制限を受ける建築物 平均地盤

面からの

高さ

敷地境界線から

の水平距離が十

メートル以内の

範囲における日

影時間

敷地境界線から

の水平距離が十

メートルを超え

る範囲における

日影時間

一 第一種低

層住居専

用地域、

第二種低

層住居専

用地域又

は田園住

居地域

軒の高さが七メートルを

超える建築物又は地階を

除く階数が三以上の建築

物

一・五メ

ートル

(一) 三時間（道の区

域内にあつて

は、二時間）

二時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 一 ・ 五 時

間）

(二) 四時間（道の区

域内にあつて

は、三時間）

二・五時間（道

の区域内にあつ

ては、二時間）

(三) 五時間（道の区

域内にあつて

は、四時間）

三時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 二 ・ 五 時

間）

二 第一種中

高層住居

専用地域

又は第二

種中高層

高さが十メートルを超え

る建築物

四メート

ル 又 は

六・五メ

ートル

(一) 三時間（道の区

域内にあつて

は、二時間）

二時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 一 ・ 五 時

間）

(二) 四時間（道の区 二・五時間（道
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住居専用

地域

域内にあつて

は、三時間）

の区域内にあつ

ては、二時間）

(三) 五時間（道の区

域内にあつて

は、四時間）

三時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 二 ・ 五 時

間）

三 第一種住

居地域、

第二種住

居地域、

準住居地

域、近隣

商業地域

又は準工

業地域

高さが十メートルを超え

る建築物

四メート

ル 又 は

六・五メ

ートル

(一) 四時間（道の区

域内にあつて

は、三時間）

二・五時間（道

の区域内にあつ

ては、二時間）

(二) 五時間（道の区

域内にあつて

は、四時間）

三時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 二 ・ 五 時

間）

四 用途地域

の指定の

ない区域

イ 軒の高さが七メー

トルを超える建築

物又は地階を除く

階数が三以上の建

築物

一・五メ

ートル

(一) 三時間（道の区

域内にあつて

は、二時間）

二時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 一 ・ 五 時

間）

(二) 四時間（道の区

域内にあつて

は、三時間）

二・五時間（道

の区域内にあつ

ては、二時間）

(三) 五時間（道の区

域内にあつて

は、四時間）

三時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 二 ・ 五 時

間）

ロ 高さが十メートル

を超える建築物

四メート

ル

(一) 三時間（道の区

域内にあつて

は、二時間）

二時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 一 ・ 五 時

間）

(二) 四時間（道の区

域内にあつて

は、三時間）

二・五時間（道

の区域内にあつ

ては、二時間）

(三) 五時間（道の区

域内にあつて

は、四時間）

三時間（道の区

域 内 に あ つ て

は 、 二 ・ 五 時

間）

この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平

均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。
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○建築基準法施行条例（平成 12年３月 28日条例第 37号） 

第４章 日影規制 

（対象区域等の指定） 

第10条 法第56条の２第１項の規定に基づき日影による中高層の建築物の高さの制限に

係る対象区域として指定する区域、制限を受ける建築物として法別表第４（ろ）欄４

の項イ又はロのうちから指定するもの、同表（は）欄２の項及び３の項に掲げる平均

地盤面からの高さのうちから指定するもの並びに生じさせてはならない日影時間とし

て同表（に）欄の各号のうちから指定する号は、次のとおりとする。 

対象区域 法別表第４

（ろ）欄４

の項イ又は

ロ 

平均地盤面か

らの高さ 

法別表第４

（に）欄の

号 

都市計画法（昭和43年法

律第100号）第８条第１

項第１号の規定により定

められた地域又は法第52

条第１項第６号の規定に

基づき指定された区域 

都市計画法第８条第３項第２

号イの規定により建築物の容

積率に関する都市計画が定め

られた土地の区域又は法第52

条第１項第６号の規定に基づ

き容積率が定められた土地の

区域 

第一種低層住居専用地

域、第二種低層住居専用

地域又は田園住居地域 

10分の５又は10分の６の区域 （一） 

10分の８又は10分の10の区域 （二） 

10分の15又は10分の20の区域 （三） 

第一種中高層住居専用地

域又は第二種中高層住居

専用地域 

10分の10の区域 ４メートル （一） 

10分の15又は10分の20の区域 ４メートル （二） 

10分の30の区域 ４メートル （三） 

第一種住居地域、第二種

住居地域又は準住居地域 

10分の20の区域 ４メートル （二） 

用途地域の指定のない区

域 

10分の10の区域 ロ （二） 

10分の20の区域 ロ （三） 

全部改正〔平成16年条例24号〕、一部改正〔平成30年条例34号〕 
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